
亀山市公告第９１号  

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）においてその例によるも

のとされている国税徴収法（昭和３４年法律第１４７号）第９４条

の規定に基づき差押財産を公売に付するので、同法第９５条第１項

及び第９９条第１項の規定により公告する。  

  平成３０年１０月１５日  

亀山市長  櫻  井  義  之   

 

１  公売財産の名称、数量、性質及び所在  

別紙「公売財産概要書」のとおりとし、売却区分ごとに公売す

る。  

２  公売の方法  

入札  

３  公売の日時及び場所  

（１）公売の日時  

ア  入札  

平成３０年１２月４日  午前１０時３０分から午前１１時  

まで  

イ  開札  

平成３０年１２月４日  午前１１時０１分  

（２）公売の場所  

三重県津市桜橋３丁目４４６番地３４  

三重県津庁舎６階大会議室  

４  売却決定の日時及び場所  

（１）売却決定の日時  

平成３０年１２月１１日  午前１０時  

（２）売却決定の場所  

三重地方税管理回収機構  

５  公売保証金及び見積価額（最低公売価格）  

別紙「公売財産概要書」のとおりとし、売却区分ごとに公売す



る。  

６  買受代金の納付の期限  

平成３０年１２月１１日  午前１１時  

７  買受人についての資格その他の要件  

以下のいずれかに該当する者は、公売に参加すること及び財産

を買い受けることができない。  

（１）２０歳未満の者（親権者を代理人とする場合を除く。）  

（２）日本語を完全に理解できない者（日本語を理解できる者を代

理人とする場合を除く。）  

（３）国税徴収法第９２条又は第１０８条第１項に該当する者  

（４）公売財産の買受けについて一定の資格その他要件を必要とす

る場合でこれらの資格を有していない者  

８  公売財産上の質権者、抵当権者等の権利の内容の申出  

この公売財産上に、質権、抵当権、先取得権、留置権その他当

該財産の売却代金から配当を受けることができる権利を有する者

は、売却決定の日の前日までに、その内容を申し出ること。この

場合においては、亀山市総合政策部税務課に備え付ける債権現在

額申立書を用いること。  

９  その他  

１から８までに掲げる事項のほか、公売に関し重要と認められ

る事項については、別紙「公売に際して注意していただくこと」

のとおりとする。  
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１ 地目・地積は、登記簿による。 
２ 境界については、隣地土地所有者と協議すること。 
３ 公売財産は、平成３０年７月２６日現在、水田として利用されている。 
４ 公売財産は、主要地方道亀山鈴鹿線の北側に位置するおおむね平坦地勢下に土

地改良済みの水田が広がる農地地域に所在する。（井田川駅の南西方約１．４㎞） 
５ 公売財産は、南側で主要地方道亀山鈴鹿線（幅員約９．５ｍ・舗装）、東側で市

道（現況幅員約４ｍ・舗装）に接する。 
６ 主要地方道亀山鈴鹿線からは約２ｍ低位（一部水路介在）であり、耕作機械等

の進入は東側市道（公売財産の北東端部・幅員約２．５ｍ）利用である。 
７ 都市計画法 非線引都市計画区域 
  農業振興地域の整備に関する法律 農業振興地域 農用地区域 
８ 農地買受適格証明書の提出又は提示がないときは、公売に参加できない。 
９ 権利移転及び危険負担の時期は、亀山市農業委員会の許可又は届出の受理があ

った時とする。 
10 消費税及び地方消費税については、非課税財産である。 
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公 売 保 証 金

買受人の制限

及 び 消 印 が 必 要 と な り ま す

公 売 保 証 金 の 納 付 が な い 場 合 又 は 国 税 徴 収 法 第 ９ ２ 条 、 第 １ ０ ８ 条 第 １ 項 等 の 規 定 に 該 当 す る 者

で あ る 場 合 は、 公 売 財 産 を 買 い 受 け る こ と が で き ま せ ん 。

　 公 売 公 告 に 記 載 し た 公 売 保 証 金 は 、現 金 で 納 付 し て く だ さ い 。　　　　　　　

最 高 価 申 込 者 又 は 次 順 位 買 受 申 込 者 と な ら な か っ た 場 合 に は 、 公 売 終 了 後 、 公 売 保 証 金 を

返 還 し ま す 。 こ の 場 合 、 営 業 者 に つ い て は 、 そ の 領 収 証 書 に 収 入 印 紙 （ ２ ０ ０ 円 ） の 貼 付

く じ で 定 め ま す 。

最 高 価 申 込 者 の 入 札 価 額 に 次 ぐ 価 額 （ 見 積 価 額 以 上 で 、 か つ 、 最 高 入 札 価 額 か ら 公 売 保 証

金 の 金 額 を 控 除 し た 金 額 以 上 で あ る 場 合 に 限 り ま す 。 ） で 入 札 し 、 次 順 位 に よ る 買 受 け の 申

込 み を し た 者 を 次 順 位 買 受 申 込 者 に 決 定 し ま す 。

　次 順 位 買 受 申 込 み を し た 者 が ２ 人 以 上 あ る と き は 、 く じ で 定 め ま す 。

　一 度 提 出 し た 入 札 書 は 、 引 換え 、 変 更 又 は 取 消 し を す る こ と が で き ま せ ん 。

と き は、職 員 を 立 ち 会 わ せ 開 札 し ま す。

課 税 財 産 と 非 課 税 財 産 と が 混 在 し て い る 財 産 （ 混 在 財 産 ） の 場 合 、 入 札 書 の 「 入 札 価 額 」 欄 に

は、 そ れ ぞ れ に 区 分 す る こ と な く 一 括 し た 金 額 で 記 載 し ま す 。

　 売 却 決 定 は 、 入 札 書 の 「 入 札 価 額 」 欄 に 記 載 さ れ た 金 額 に よ り 行 い ま す 。

入 札 価 額 が 見 積 価 額 以 上 で 、 か つ 、 最 高 価 額 に よ る 入 札 者 を 最 高 価 申 込 者 と し ま す 。

最 高 価 申 込 者 が ２ 人 以 上 あ る と き は 、 更 に 入 札 を 行 い 、 な お そ の 入 札 の 価 額 が 同 じ と き は 、

公 売 に 際 し て 注 意 し て い た だ く こ と
入 札 に 参 加 し よ う と す る 者 は 、 所 定 の 様 式 の 入 札 書 に 封 を し て 、 締 切 時 刻 ま で に 提 出 し て

く だ さ い 。 な お 、 代 理 人 の 場 合 は 、 代 理 権 限 を 証 す る 委 任 状 を 提 出 し て く だ さ い ( 印 鑑 登 録 証 明 書 を

添 付 し て く だ さ い 。） 。

ま た 、 共 同 で 入 札 さ れ る 場 合 に は 共 同 入 札 代 表 者 を 定 め 、 そ の 届 出 を し て く だ さ い 。

入 札 書 は 、 入 札 者 立 会 の 上 開 札 し ま す 。 た だ し 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わ な い

公 売 保 証 金

権利移転に伴う

費 用 の 負 担

売却決定の取消

権利移転の時期

再　度　入　札

申 込 者 の 決 定 が 取 り 消 さ れ た 場 合 等 は 、 売 却 決 定 を 取 り 消 し ま す 。

入 札 者 が な い と き 、 又 は 入 札 価 額 が 見 積 価 額 に 達 し な い と き は 、 直 ち に 再 度 入 札 を 行 う こ と

が あ り ま す 。

焼 失 等 に よ る 損 害 の 責 を 負 い ま せ ん 。

　 権 利 移 転 登 記 に 係 る 登 録 免 許 税 そ の 他 の  費 用 は 、 買 受 人 の 負 担 と し ま す 。

買 受 代 金 納 付 期 限 ま で に 滞 納 税 金 が 完 納 さ れ た 場 合 、 買 受 人 が 買 受 代 金 を そ の 納 付

の 期 限 ま で に 納 付 し な か っ た 場 合 、 国 税 徴 収 法 第 １ ０ ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 最 高 価

及 び 消 印 が 必 要 と な り ま す 。

買 受 人 が 買 受 代 金 を そ の 納 付 期 限 ま で に 納 付 し な い た め に 売 却 決 定 が 取 り 消 さ れ た と き は 、

公 売 保 証 金 は 滞 納 者 の 税 に 充 当 し ま す 。 な お 、 残 余 が あ る と き は 、 滞 納 者 に 交 付 し ま す 。 た だ し 、

国 税 徴 収 法 第 １ ０ ８ 条 第 ２ 項 に 該 当 す る 場 合 に 納 付 さ れ た 公 売 保 証 金 は 、 亀 山 市 に 帰 属 し ま す 。

原 則 と し て 、 買 受代 金を 納付 した と き と し ます 。 し たが っ て 、 亀 山市 は、 代金 納付 後の 財産 の毀 損、


